
お困りのことがあれば、 
地域包括支援センターにご相談ください
　地域包括支援センターは、介護、医療、福祉などの関係機関と協力して、地域の皆さまの健康、生活、財産、
権利などを守るための機関です。
　地域に住む皆さまからのさまざまな相談や悩みを聞いたりしながら、安心できる地域、暮らしやすい地
域をつくります。
　主任介護支援専門員や社会福祉士、保健師が「チーム」として関係機関と連携を取りながら、より一層
皆さまの身近なご相談機関として活動できるよう努めていますので、毎日の生活の中でお困りのことがあ
りましたら、まずはお近くの地域包括支援センターへご相談ください。
　体調が悪かったり、ご家族の介護で行けなかったりする場合は、地域包括支援センターの職員が訪問し
てお話を伺うこともできます。
　どなたでもご利用できますので、まずはご相談ください。

こんなことで困っていませんか？
介護のこと

Q　介護保険サービスを利用したいがどうすれば？
Ⓐ�　まず市へ申請が必要です。本人またはご家族な
どが申請できない場合は、地域包括支援センター
が手続きを代行することもできます。

Q　介護の認定を受けたけれどどうすれば？
Ⓐ�　住み慣れた地域で生活を
するために、介護保険や保
険外の支援についてのご相
談を受けて対応を行ってい
ます。

家族のこと
Q　母の介護をしているが、ついつい怒ってしまいます。
Ⓐ�　介護をする方の負担やストレスを軽減するためのサービスを紹介
したり、情報提供をします。

Q　離れて住んでいる親が心配です。
Ⓐ�　定期的に一人暮らしの高齢者を訪問したり、電話での安否確認を
行い、地域支援や関係機関の専門職と連携し支援しています。

お金や財産管理のこと
Q　物忘れがひどくなり、お金の管理に自信がなくなってきました。
Ⓐ�　頼れる身内がいないなど、判断能力が衰えた場合に備えて、成年後見制度を利用して後見人を選んで
おくなどの支援を行います。

健康のこと
Q　寝たきりへの不安があります。
Ⓐ�　地域包括支援センターでは、さまざまな介護予
防の取り組みを紹介しています。

Q�　一人暮らしで急に具合が悪くなったらと思うと
不安です。
Ⓐ�　緊急通報サービス事業の紹介や関係機関と連携
を取りながら安心して過ごせる生活をお手伝いし
ます。

さまざまな取り組みで
皆さまの相談をお受けします!!
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